
ご妊娠おめでとうございます 出産応援ギフトのご案内 

妊娠、出産と人生の大きな変化を迎える方、ご家族。新しいご家族を迎える準備、赤ちゃんや 

ご家族のためにお役立てください！  

伴走型相談支援のなかで、妊娠届出時の面談やアンケート回答をすると「出産応援ギフト」、赤

ちゃん訪問時の面談やアンケート回答をすると「子育て応援ギフト」の申請ができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 出産応援ギフトの対象者、申請、給付について 

★ 対 象 者 市との面談（※）を受けた妊婦  

※ 母子手帳交付時などに面談を行います。 

★ 申請の条件 以下の条件を全て満たす方 

・妊娠中であり、面談時に菊川市に住所がある 

・妊娠期アンケートに回答する 

★ 申請の方法 面談後、申請書等をご記入いただき、担当課へ提出 

★ 給 付 額 妊婦一人につき５万円 

★ 給 付 時 期 申請書が受理された後、支給決定通知書が郵送されます。 

後日、指定口座へ振り込まれます。 

◆ 申請書提出時に必要な書類など 

□ 出産応援ギフト申請書 （妊婦氏名で申請） 

□ 妊娠アンケート    （母子手帳交付時に記入・提出） 

□ 口座番号がわかるもの （キャッシュカードや通帳などのコピー可） 

□ 同意書、印鑑     （妊婦以外の名義人口座への振込を希望する場合のみ） 

◆ 申請方法 書面を担当課へ提出 （面談日から２週間以内にご提出ください。） 

※  「子育て応援ギフト」の申請などのご案内は、赤ちゃん訪問時となります。 

担当課 

菊川市子育て応援課母子保健係 

（プラザけやき内１階） 

電話 0537-37-1136 

 

‐伴走型相談支援‐ 

保健師などの専門職が子育て相談やサポー

トを行っていく支援のことです。 

妊娠届出時や妊娠中、出産後の赤ちゃん訪

問などで相談、面談を行ったり、サポート

の紹介や調整を一緒に考えます。 

お困りごと等、ご相談ください！ 

■ 出産応援ギフト 

妊娠届された方に５万円を給付します。母子健

康手帳交付時などにアンケート提出、面談が必

須となります。面談後、給付申請ができます。 

■ 子育て応援ギフト 

生まれたお子さまおひとりにつき５万円を給付 

します。赤ちゃん訪問時などでアンケート提出、 

面談が必須となります。面談後、給付申請ができ 

ます。 


